
各都道府県労働局

労働基準部長殿

基労保発第 0430001号

平成21年4月 30 日

厚生労働省労働基準局労災補償部

労災保険業務室長

「年金定期報告書の点検等事務に係る外部委託事務処理要領」の

一部改正について

標記については、平成 19年 4月2日付け基労保発第 0402002号 11年金定

期報告書の点検等事務に係る外部委託事務処理要領」の改正について」におい

て示していたところであるが、今般、受託者と行政の連携の強化を図るととも

に、点検事務の適正化に資するため、別添のとおり一部改正したので、今後の

外部委託の実施にあたり遺漏のないよう配慮されたい。

なお、木外部委託事務処理要領については、別途、新規労災年金受給者支援

事業受託者に通知したので、了知されたい。
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財団法人労災年金福祉協会

専務理事殿

基労保発第 0430001号

平成21年4 月 30日

厚生労働省労働基準局労災補償部

労災保険業務室長

「年金定期報告書の点検等事務に係る外部委託事務処理要領」の

一部改正について

平成21年 4月 1日付けで契約を締結した「新規労災年金受給者支援事業J

について、事業実施に当たり「年金定期報告書の点検等事務に係る外部委託事

務処理要領Jを示していたところですが、今般、別添のとおり一部改正したの

で、事業の実施にあたり遺漏のないよう配慮願います。

なお、本委託事務処理要領については、別途、各都道府県労働局労働基準部

長に通知したので、了知願います。



年金定期報告書の点検等事務に係る外部委託事務処理要領

I 点検等事務の対象

「年金たる保険給付の受給権者の定期報告書」及び「特別遺族年金の受給権者の定

期報告書」

E 点検等事務の内容及び方法

1 受付・確認事務

( 1 )受付処理

O 受付印押印

年金受給者から提出された定期報告書に受付印を押印すること(別紙1参照)。

(2)要件確認等

① 形式確認

ア記載内容確認

定期報告書の記載内容(住所、氏名等)の確認を行うこと(別紙 1参照)。

イ 添付書類有無確認、

年金種類別添付書類(診断書、住民票等)の確認を行うこと(別紙2参照)。

② 内容確認

ア住民票穣認(障害・遺族)

障害年金については、定期報告書に印書されている氏名及び生年月日が住

民票の内容と合致しているかの確認を行うこと(別紙3参照)。

遺族年金については、定期報告書に印書されている受給権者及び受給資格

者の氏名及び生年月日が、住民票の内容と合致しているかの確認を行うこと。

(別紙4参照)。

イ 戸籍謄本・抄本確認(遺族)

死亡労働者との関係を確認すること。

ウ 厚生年金関係確認

(ア) 記入内容を証明できる書類(改定通知書の写等)が添付されているか

確認すること(JlIJ紙 1参照)。

なお、前年度の受給情報は定期報告入力帳票に印書しであることから、

必要に応じて参考とすること(別紙1参照)。

(イ) 厚年情報照合リストの事案概要が労災年金の過誤払いが生じる恐れ

のある「種別年額誤り」及び「種別誤りJとなっている事案に係る定期

報告書について点検を行い、リスト内容と報告内容との不一致がある場

合は、(3)の本人確認・指導の対象とすること。

エ診断書確認(傷病・遺族)

傷病年金については、診断書が添付されていることを確認すること。



また、診断書の氏名及び生年月日が、定期報告書に印書されている氏名及

び生年月日と合致しているカミ確認を行うこと(別紙5参照)。

遺族年金については、診断書が必要な受給資格者について添付されている

か確認を行うこと。

(3 )本人確認・指導

提出された定期報告書や添付書類に不備があった場合及び報告内容の確認の

必要がある場合は、本人に対し電話で追加提出書類の督促及び確認・指導を行う

こと。

ttお、督促・確認に係る説明に対して年金受給者の理解が盆主主ゑじ援金主杢

ム亙宜主縫僻する場合には、必ず連絡メモ (}JIJ紙6参照)を作成しょ監査畳蟻星

三笠型雄主玄立ユょム
また、電話での対応については別添「電話対応例Jを参照すること。

(4)入力処理

(けから(3)の処理の結果、行政の審査、判断、決定が必要と考えられる

事案については、下記5 r年金定期報告書の点検等事務に係る日報J(以下「日

報」という。)により、監督署職員に報告すること。

また、上記(2)の②の「ウ 厚生年金関係確認J中(イ)における確認・指

導の結果、過去に遡る厚年等情報の誤りが判明した事案に係る定期報告書につ

いても同様に監督署職員に報告すること。

その他については、以下のとおりの入力処理を行うこと。

o OCR入力

ア OCR受付入力(要件確認等の結果、厚年等情報を入力する必要のない定

期報告書の場合)、

定期報告入力帳票(帳票種別 39583)の「①受付年月日」欄に受付

年月日を記入して受付情報の入力を行うこと(別紙 1参照)。なお、一旦受

付入力を行うと、当該定期報告入力帳票を用いての厚年等情報変更入力が

できなくなるので留意のこと(前年度の厚年等情報は、当該帳票に印書)。

イ OCRI候票作成・入力(要件確認等の結果、厚年等情報を入力する必要

のある定期報告書の場合)

定期報告受付情報及び厚年等情報を一度に入力すること。

入力の際は、定期報告入力帳票(帳票種別 39583)の「①受付年月日」

欄に受付年月日を、「③実行コード」欄に rlJを、「⑮調整コードJ~ r⑬ 

基礎年金番号」欄に必要事項を記入すること(別紙3参照)。

2 再送付事務

(1)住所確認処理

① 電話連絡による確認、

転居先不明等の理由により返送された定期報告書については、年金受給者が

監督署に届出ている電話番号に架電することにより所在確認を行うこと。



② 照会状の送付

電話連絡による確認ができなかった場合は、その概要等について日報により

監督署職員に報告すること。また、監督署職員が報告を受けて市町村役場に対

する職権による住民票交付に係る照会状を作成するので、これを送付すること。

(2)再送付処理

住所が判明した年金受給者に対して、「住所・氏名変更届Jを添付の上、定期

報告書を再度送付すること。

3 照会事務

O 定期報告書提出照会状の発送

提出期限後の一定の期日においても提出のない定期報告書に対しては、定期報

告書提出照会状を送付すること。提出照会状はOCR端末により配信要求を行っ

た翌日に監督署に配信!される仕組みとなっていることから、監督署職員が定期報

告書提出照会状の配信要求を行うので、配倍された照会状(葉書)について、必

要事項を記入して送付すること。

なお、記入内容については、必要に応じて監督署職員に確認すること。

4 保管・編綴

処理が終了した定期報告書について、保管・編綴を行うこと。

5 日報の提出

委託事務の実施期間中、毎業務終了後に「年金定期報告書の点検等事務に係る日

報J(別紙7参照)に必要事項を記入し、監督署職員に提出すること。

なお、「署確認欄」については、監督署職員が記入する箇所であるため、イ可も記

入しないこと。

班 点検等事務の委託条件

1 委託事務の実施時期

定期報告書提出期間 (6月及び 10月)の一定の期間

2 委託事務の実施場所

指定する労働基準監督署の事務室内

3 委託事務の実施方法

上記Eに示された事務の範囲で委託事務を実施すること。

4 定期報告書の適切な取扱について

定期報告書の保管について、労働基準監督署の事務室内とし、紛失・破損等がな

いように最善の注意を払うこと。



5 個人情報保護の保護

受託者は、個人情報保護の取扱いに最善の注意を払うこと。

6 電子計算機等に係る安全管理

受託者は、 OCRへの入力処理を行う担当者について、無断アクセス禁止、不正防

止等の厳正な管理を行うことo
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年金種類別添付書類一覧 (別紙2)

傷病(補償)年金 障害(補償)年金 遺族(補償)年金

必要

①住民票 不要 [受給権者本人以外に受給司

①・②どちらかが必要

②戸籍謄本・抄本 不要 必要

必要 必要 必要
③厚生年金等改定通知書等の写し (労災と問ーの事由により厚年等を受 (労災と同ーの事由により厚年等を受 (労災と同ーの事由により厚年等を

けている場合) けている場合) 受けている場合)

必要

④診断書 必要 不要
(障害の状態にあることにより遺族
(補償)年金を受けている受給権者
(資格者)に限る)



出潔着信号∞

1 受付・確認事務

(2)要件確認等

② 内容磁認
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(4)入力処理

定期毅告入力綬票(年金)

~~ 

鍵尚際調 年月 1aかb 年 月求目1誌で

@ζの用紙にlま何も記入せず返信用封筒に定期報告と一緒に

入れて送付Lてください.
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@この用紙には何も混入せず返信用封筒に定期報告とー緒に
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電話連絡メモ(年金受給者等の理解が得られない場合)別紙6)

1 年金証書番号

2 受給者氏名

(電話応対者氏名)

3 連絡日時

4 理解が得られないとする内容

5 蓮落丙蓉
(該当項目IこO、詳細は右欄に記入)

(1 )書類添付漏れ

①診断書

②住民票

③戸籍謄本・抄本

④厚年等改定通知書

(2) 定期報告の記載内容確認

①住所不一致

②厚年等受給関係

③氏名不一致

④生年月白不一致

⑤その他

(3) 定期報告書を再送付する際の

住所等確認

'備考

平成年月 日午前・午後時分

結果(経過)

憂註担当者氏名 監督署担当者氏名|

|ー→



(別紙7)

年金定期報告書の点検等事務に係る日報

1 定期報告書審査件数 盤量 イ坐

2 特に報告を要する事案

(1)行政の審査、判断、決定が必要と考えられる事案

年 金 証 書 番 号 受給権者氏名 概 要 署確認端

(2 )過去に遡る厚年等情報の誤りが判明した事案

年 金 証 書 番 号 受給権者氏名 概 要 署確認欄

IJ 

( 3 )転居先不明等の理由により返送された定期報告書で、電話連絡による確認ができ

なかった事案

年金証書番 号 受給権者氏名 概 要 署確認欄

3 その他報告すべき事項

以上のとおり報告いたします。

年月日

住且主 四 白



1安 付 ・ 確 認 2再送付 3照会指導 4差止

図準記
(1)受付処理

0)①者定6リ期月ス末報ト報告の告書取分未得提出
~親問確認

定期報告書
l ①②受徒出付予印定押者リ印ストのチエツグ

. 5 月 ~7 月

(①1)電住話所連確絡認に処よ理る札認
② 1 0月末報告分

• 9 月 ~1 月

②③報送(確市実付に認町地よ村調がりへ査と署住れに職民なよ員票いるへ照確場報会合認告状は}の日

品 [ ItL~) 
I (3)実地調査

↓ 
(2①②)会提発定状出送期の照報発会告送状書の提取出得照

|不備

(4差止へ)

(4圭止へ〕

(4)入力処理
① OCR受付入力
または OCR帳票
作成・入力
②補正入力 ¥

¥
回
一

/ 
巨~

(注) 点検等事務の詳細は、「年金定期報告書の点検事務等に係る外部委託事務処理要領」によること。

伊 (5)保管・編綴処理

( 1受付・推認へ)



電話対応例

平成 21年4月 1日改訂



1基本的留意事項

(1) 年金受給者等に対する照会事項及び疑義に関し、説明はで

きる限り懇切丁寧に対応すること。

(2 ) 年金受給者等の納得・理解が得られず、当該年金受給者等

が監督署へ電話をすることとなった場合は、当方からの照会事

項及び年金受給者等からの質問事項等をメモ(事務処理要領

「別紙 6J) にまとめ、これを監督署労災課長等へ伝達し、電

話対応に備えること。

2 実際の電話対応例

l受託担当者の年金受給者への対応

(1)年金受給者への電話照会

私は、厚生労働省からの委託により、労災年金受給者の皆様

から提出される定期報告書の確認を行っております、 00(受

託者名)の00(担当者名)と申します。本日は、 00様から

提出された労災年金定期報告書について、 0000についてご

確認させていただきたく、お電話いたしました。

(2)年金受給者が不信を抱き、受託担当者が年金定期報告書の点

検確認を行っているのか等を問われた場合

厚生労働省は、新規労災年金受給者の皆様が、的確に労災年



金を受け取ることができるよう、事務手続きをお手伝いしたり、

法律問題の困り事に関する支援等を行う「新規労災年金受給者支

援事業」を外部委託しています。

今回の定期報告書に係るご照会も、事業の一環として、年金

を支払時期に間違いなく確実に受け取っていただくために、確

認させていただいているものです。

ご心配されている個人情報である定期報告の内容が漏れたり

しないかといった点については、決して外部に漏らさないよう

守秘義務が課せられておりますので、ご安心下さい。

(3)納得が得られない場合

わかりました。それでは、私が申し上げました内容につきま

して、大変お手数をかけますが、 00監督署へ電話を入れてい

ただき、ご確認して下さるようお願いします。(または、監督署

職員に代わること)



2 労災年金受給者が監督署へ確認の電話をした場合

( 1 )労災年金定期報告書の点検を行っている者から電話があった

が、間違いないのか。

，(回答)監督署職員

まちがいございません。

00様には、 00(受託者名)の00(担当者名)という者

から電話があったと思いますが、確かに当監督署から年金定期

報告書の点検確認の事務を00(受託者名)へ依頼しておりま

す。

(2 )労災年金の支給事務は、行政が行うべきもので、これを外部

に行わせてよいのか、 00(受託者名)疑わしい団体ではない

のか。

(回答①)監督署職員

年金受給者の皆様に的確に年金を受け取っていただくことを

目的として、年2回(6月と 10月)、「年金定期報告書」を監

督署へご提出していただきますが、この時期、数多くの報告書

が提出されることから、労災年金制度を熟知している労災年金

相談所の職員にご協力をいただき、記載内容や添付書類の漏れ

がないか等、基本的な事項を点検確認するというものであり、



国に代わって、年金受給者の皆様へ年金受給の事務手続の指導

を行うという立場から問題はありませんし、最終的には監督署

の職員が総合的なチェックを行うものであります。

(回答②)監督署職員

00 (受託者名)は、本業務を実施するにあたり十分な能力

を持っているかどうか、また、個人情報の取り扱いに関して徹

底した管理体制を有しているかどうか等に関して、国が厳しく

評価を行った結果、最も優れた者であると判断し、業務を委託

している団体ですので、心配ございません。

(3)個人情報が外部に漏れないか。

(回答)監督署職員

国は、 00(受託者名)に対して、労災年金制度に関する業

務委託を行っているところですが、委託業務を行う職員に対し

ては、守秘義務を課したうえで年金受給者皆様の個人情報の機

密保持には厳重な取扱いを行っており、その点については今般

の年金定期報告書の点検確認においても徹底していますのでご

安心ください。

(4)説明終了後の対応

質疑等に関する説明を行った後の措置として、 00(受託者名)

所属職員に再び引き継ぎすることなく、電話対応した監督署職



員が提出された年金定期報告書の不備等内容について、年金受

給者に対し説明を行った上で、確認または添付書類の提出を求

めること。

( 5)監督署の労災担当職員が不在または電話に出ることができな

い場合。

氏名、電話番号を確認して、折り返し監督署職員が電話をする

こと。


